
令 和 ３ 年 

別紙１ 

 

福祉施設から排出される使用済紙おむつの取扱いについて 

 

１ 取扱方法 

 

事業活動に伴って排出される使用済紙おむつは、これまで産業廃棄物として整理して

いましたが、令和３年４月１日からは「事業系一般廃棄物(可燃物)」とし、松山市クリ

ーンセンターで受け入れます。 

 

現在、使用済紙おむつの処理を産業廃棄物処理業許可業者に委託している事業者は、

令和３年４月以降、松山市クリーンセンターに自ら搬入するか、又は松山市の一般廃棄

物収集運搬業許可業者に委託してください。 

なお、産業廃棄物処理業許可業者との契約が締結済みで、急な契約の変更が困難など

のやむを得ない場合に限り、経過措置として令和４年３月３１日までは、産業廃棄物と

して取り扱っても差し支えありません。 

 

２ 見直しの経緯 

これまで、使用済紙おむつはプラスチック素材が大部分を占めるものとして、総体と

して廃プラスチック類と整理してきましたが、環境省のガイドライン※の中で、使用済

紙おむつの大部分を占めるのは、し尿である実態が示されたなどの理由から、本市の「一

般廃棄物処理基本計画」や「事業者用ごみ分別はやわかり帳」の改定に合わせて検討し、

令和３年４月以降は、「事業系一般廃棄物(可燃物)」として取り扱うことにしました。 

※「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン（令和２年３月）」 

 

３ 使用済紙おむつの廃棄物区分 

※各福祉サービスから排出される具体的な区分は、裏面「使用済紙おむつが発生し得る施

設等一覧」でご確認ください。 

※医療関係機関等から感染性廃棄物として排出される場合は、従来どおり感染性廃棄物と

して処理してください。 

 

 

排出場所 令和３年３月３１日まで 令和３年４月１日以降 

事業所 

（保育所、公共施設等） 
産業廃棄物 事業系一般廃棄物 

居住性のある 

高齢者入居施設等 
家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物 

居住性のない 

高齢者入居施設等 
産業廃棄物 事業系一般廃棄物 

お問い合わせ先 〒790-8571 松山市二番町四丁目 7 番地 2 

松山市環境部廃棄物対策課 事業所指導担当 

TEL：089-948-6959 FAX：089-934-1928 

メール：sanpai@city.matsuyama.ehime.jp 
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医療系 居住性

1 通所介護（デイサービス） 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

2 通所リハビリテーション（デイケア） ○ 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

3 特定施設入居者生活介護 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

4 短期入所生活介護（ショートステイ） 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

5 短期入所療養介護 ○ 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

6 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

7 介護老人保健施設 ○ 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

8 介護療養型医療施設（療養病床等） ○ 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

9 小規模多機能型居宅介護 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

10 地域密着型特定施設入居者生活介護 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

11 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

12 認知症対応型通所介護 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

13 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

14 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） ○ 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

15 地域密着型通所介護 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

16 介護医療院 ○ 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

17 養護老人ホーム 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

18 軽費老人ホーム（ケアハウス） 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

19 軽費老人ホーム（Ｂ型） 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

20 有料老人ホーム（住宅型） 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

21 施設入所支援 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

22 療養介護 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

23 生活介護 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

24 短期入所 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

25 自立訓練（機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練） 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

26 共同生活援助（グループホーム） 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

27 福祉型障害児入所施設 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物

28 児童発達支援 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

29 放課後等デイサービス 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

30 地域活動支援センター 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

31 日中一時支援 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

32 小規模作業所 無 産業廃棄物 事業系一般廃棄物

生活保護 33 救護施設 有 家庭系一般廃棄物 家庭系一般廃棄物
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